
介護休暇 要介護者の介護を行うための休暇（通算6月。3回まで分割可。）（異なる要介護状態になった場合には再取得可）

介護時間 要介護者の介護を行うための休暇（連続3年の間に１日2時間まで）（異なる要介護状態になった場合には再取得可）

短期介護休暇 要介護者の介護を行うための休暇（年5日（要介護者が2人以上の場合は10日））

介護を行う職員のフレックスタイム制 要介護者の介護を行うため、総勤務時間数を変えずに、日ごとの勤務時間数・勤務時間帯を変更すること

早出遅出勤務 要介護者の介護を行うため、勤務時間帯を変更すること

深夜勤務の制限 要介護者の介護を行うため、深夜に勤務しないこと

超過勤務の免除 要介護者の介護を行うため、超過勤務しないこと

超過勤務の制限 要介護者の介護を行うため、１月につき24時間、１年につき150時間を超えて超過勤務しないこと

休憩時間の延長 要介護者の介護を行うため、休憩時間を延長すること(休憩時間の直前又は直後に在宅勤務を行うときに限る)

休憩時間の短縮 要介護者の介護を行うため、休憩時間を短縮すること

両立支援制度の概要（介護）

介護に関する制度のフローチャート

短期間休む（有給）

まとまった期間休む（無給）

※要介護者が
２人以上の場合10日

仕事を休んで
介護に専念したい

介護休暇
（3回まで分割可、
最長通算6月）

短期介護休暇
（1年に5日※）

勤務する時間を
短くしたい

1日最長2時間短くする
（勤務しない時間無給）

介護時間

勤務する時間帯を
変更したい

始業・終業時刻の繰上げ/繰下げ

介護を行う職員の
フレックスタイム制

早出遅出勤務

休憩時間の短縮

1日の勤務時間数や勤務時間帯を柔軟に設定
週休日を１日追加できる

休憩時間を短縮し早く退庁できる

休憩時間の延長
在宅勤務の前後の休憩時間を延長できる

超過勤務を免除

深夜勤務・超過勤務を
避けたい

深夜勤務を避ける 深夜勤務の制限

超過勤務の免除
超過勤務を避ける

一定時間までに制限 超過勤務の制限

（いずれも1日又は1時間単位）

出典：人事院ホームページ（https://www.jinji.go.jp）「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック」(人事院)（https://www.jinji.go.jp/content/900024275.pdf）を加工して作成

https://www.jinji.go.jp/ikuzi/shigoto-kaigo.pdf



